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   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１の５の項中「による戸籍」を「に基づく戸籍」に改め、「第１２０

条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、「による磁気ディスク

をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明」を

「に基づく戸籍の証明」に改め、同表６の項の次に次のように加える。 

６ の

２ 

戸籍法第１

２０条の３

第２項の規

定に基づく

戸籍電子証

明書提供用

識別符号の

発行（情報

通信技術を

活用した行

政の推進等

に関する法

律（平成１

４年法律第

１５１号）

第７条第１

項の規定に

より同法第

６条第１項

に規定する

電子情報処

理組織を使

用する方法

（総務省令

戸籍電子

証明書提

供用識別

符号の発

行手数料 

 １件につき

４００円 



で定めるも

のに限る。

以下この項

及び８の２

の項におい

て同じ。）

により戸籍

電子証明書

提供用識別

符号の発行

を行う場合

（当該発行

に係る戸籍

電子証明書

の請求が同

条第１項の

規定により

同項に規定

する電子情

報処理組織

を使用する

方法により

行われた場

合に限

る。）にお

ける当該発

行及び戸籍

電子証明書

提供用識別

符号の発行

に係る戸籍

電子証明書

の請求を行

う者が同時

に当該戸籍

電子証明書



が証明する

事項と同一

の事項を証

明する戸籍

の謄本若し

くは抄本又

は戸籍証明

書の請求を

行う場合に

おける当該

発行を除

く。） 

 別表第１の７の項中「による除かれた」を「に基づく除かれた」に改め、

「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、「による磁

気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若し

くは一部の証明」を「に基づく除籍の証明」に改め、同表８の項の次に次のよ

うに加える。 

８ の

２ 

戸籍法第１

２０条の３

第２項の規

定に基づく

除籍電子証

明書提供用

識別符号の

発行（情報

通信技術を

活用した行

政の推進等

に関する法

律第７条第

１項の規定

により同法

第６条第１

除籍電子

証明書提

供用識別

符号の発

行手数料 

 １件につき

７００円 



項に規定す

る電子情報

処理組織を

使用する方

法により除

籍電子証明

書提供用識

別符号の発

行を行う場

合（当該発

行に係る除

籍電子証明

書の請求が

同項の規定

により同項

に規定する

電子情報処

理組織を使

用する方法

により行わ

れた場合に

限る。）に

おける当該

発行及び除

籍電子証明

書提供用識

別符号の発

行に係る除

籍電子証明

書の請求を

行う者が同

時に当該除

籍電子証明

書が証明す

る事項と同

一の事項を



証明する除

かれた戸籍

の謄本若し

くは抄本又

は除籍証明

書の請求を

行う場合に

おける当該

発行を除

く。） 

 別表第１の９の項手数料を徴収する事務の欄及び手数料の欄を次のように改

める。 

戸籍法第４

８条第１項

（同法第１

１７条にお

いて準用す

る場合を含

む。）の規定

に基づく届

出若しくは

申請の受理

の証明（１

０の項に掲

げるものを

除く。）、同

法第４８条

第２項（同

法第１１７

条において

準用する場

合を含む。）

若しくは第

１２６条の

規定に基づ

届出・申

請の受理

又は届書

その他の

書類の記

載事項証

明・届書

等情報内

容証明手

数料 



く届書その

他の書類に

記載した事

項の証明又

は同法第１

２０条の６

第１項の規

定に基づく

届書等情報

の内容の証

明 

 別表第１の１１の項手数料を徴収する事務の欄及び手数料の欄を次のように

改める。 

戸籍法第４

８条第２項

（同法第１

１７条にお

いて準用す

る場合を含

む。）の規定

に基づく届

書その他の

書類の閲覧

又は同法第

１２０条の

６第１項の

規定に基づ

く届書等情

報の内容を

表示したも

のの閲覧 

届書その

他 の 書

類・届書

等情報の

内容を表

示したも

のの閲覧

手数料 

 別表第１の４２の項中「。以下「令」という。」を削り、同表１００の項中

「（昭和２５年政令第３３８号）」を削り、同表１０１の２の項を同表１０１の

４の項とし、同表１０１の項の次に次の２項を加える。 



１ ０

１ の

２ 

建築基準法

施行令第１

３７条の１

２第６項の

規定による

建築物に対

する制限の

適用除外に

関する大規

模の修繕又

は大規模の

模様替に係

る認定の申

請に対する

審査 

敷地と道

路との関

係の建築

物に対す

る制限の

適用除外

に関する

大規模の

修繕又は

大規模の

模様替に

係る認定

申請手数

料 

 １件につき

３９，００

０円 

１ ０

１ の

３ 

建築基準法

施行令第１

３７条の１

２第７項の

規定による

建築物に対

する制限の

適用除外に

関する大規

模の修繕又

は大規模の

模様替に係

る認定の申

請に対する

審査 

道路内に

おける建

築物に対

する制限

の適用除

外に関す

る大規模

の修繕又

は大規模

の模様替

に係る認

定申請手

数料 

 １件につき

３９，００

０円 

 別表第１の１３２の項及び１３３の項中「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に

改め、同表１３７の２の項から１３８の項までの規定中「建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関



する法律」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同

表１３９の項から１４０の２の項までの規定中「建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。ただし、別表第１の１０１の

２の項を１０１の４の項とし、１０１の項の次に２項を加える改正規定並びに

同表の１３２の項、１３３の項及び１３７の２の項から１４０の２の項までの

改正規定は、同年４月１日から施行する。 


